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定款一部変更に関するお知らせ 

 
 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成２２年６月２８日開催

予定の第２回定時株主総会に、下記のとおり付議することを決議いたしましたのでお知らせ

いたします。 
 

記 
 
１．定款変更の目的 

当社の経営体制に合わせて機動的な取締役会の運営を図るため、以下のとおり現行定款に所要

の変更を行うものであります。 
 

２．定款変更の内容 

 変更内容は、次のとおりであります。                  （下線は変更部分）  
現 行 定 款 変  更  案 

（取締役会の招集権者及び議長） 
第 25 条 取締役会は、代表取締役がこれを招集し

て、その議長となる。 
 
 

２.代表取締役が複数いるときは、取締役

会の決議をもって、予め選定した代表

取締役がこれに当たる。 
 
３.前２項にて選定された者に事故があ

るときは、取締役会の決議をもって、

予め定めた順序により、他の取締役が

これに代わる。 

（取締役会の招集権者及び議長） 
第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場

合を除き、取締役会の決議をもって予

め選定した取締役がこれを招集して、

その議長となる。 
 

＜削除＞ 
 

 
２.前項にて選定された者に事故がある

ときは、取締役会の決議をもって、予

め定めた順序により、他の取締役がこ

れに代わる。 
 

 
３．日程 
 定款変更のための株主総会開催日   平成２２年６月２８日（月曜日） 
 定款変更の効力発生日        平成２２年６月２８日（月曜日） 

以 上 


